
称名寺東公園運動広場施設管理運営委員会会則 

 

 

(名称) 

第１条 本会は、称名寺東公園運動広場施設管理運営委員会(以下委員会という)と称し事務局を金沢東部

地区西柴団地自治会・会館内におく。 

 

(目的と事業) 

第２条 本会は、称名寺東公園運動広場施設を、地域住民の公平なる利用に供し、また当該施設の円滑な

る運営を目的とし、次の事業を行う。 

  (１) 運動広場の利用調整 

  (２) 運動広場の軽易な補修 

  (３) 運動広場内外の除草、清掃及び樹木の灌水 

  (４) その他、目的達成に必要な事業 

   

(組織) 

第３条 本会は、次の者で委員会を構成する。 

  (１) 西柴団地自治会会長および称名寺東公園隣接自治会・町内会長(柴町内会、西柴町内会、横濱サ

ウス自治会。) 

  (２) 西柴団地自治会および隣接自治会・町内会より推薦された者。 

  (３) 本運動広場を定期的に利用するスポーツ団体より推薦された者。 

  (４) その他委員会が必要と認めた者。 

 

(役員) 

第４条 本会に次の役員を置く。 

  (１) 会長    １名  (原則として、西柴団地自治会会長を当てる。) 

  (２) 副会長   若干名 (原則として、隣接自治会・町内会会長を当てる。) 

  (３) 理事    若干名 (第３条の(２)(４)に該当する者。) 

  (４) 事務局長  １名  (原則として西柴団地自治会より推薦された者。) 

  (５) 参与    若干名 (第３条の(３)に該当する者。) 

  (６) 会計    １名  (原則として、西柴団地自治会の会計を当てる。) 

  (７) 会計監査  ２名  (原則として、西柴団地自治会以外から選ぶ。) 

 

(役員の任務) 

第５条  

  (１) 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。 

  (２) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は、臨時にその職務を代行する。 

(３) 理事は、会長・副会長を補佐し、本会の円滑な運営に当たる。 

  (４) 事務局長は、会務のうち運動広場の利用調整事務を掌理する。 

  (５) 参与は、事務局長を補佐し、会務のうち運動広場の利用調整事務を担当し、処理する。 

  (６) 会計は、本会の経理事務を行う。 

  (７) 会計監査は、本会の会計を監査する。 

 

(役員の任期) 

第６条  



  (１) 役員の任期は２年とする。但し再任は妨げない。 

  (２) 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

(委員会) 

第７条  

  (１) 会長は、年度始めに委員会を招集し、議長として議事を進行する。 

    また、必要に応じて臨時に委員会を招集することができる。 

  (２) 議事は出席委員の過半数をもって決する。 

 

(経費) 

第８条 本会の経費は、市からの報償費および利用者等の管理運営協力費をもって、これにあてる。 

 

(会計年度) 

第９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

(委任) 

第１０条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が要綱でこれを定めることがで

きる。 

 

 

付則           本会則は、平成 元年 ４月 １日  制定・施行 

平成１５年１０月 １日  一部改定 

 

 

 

 

 

 


